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申 入 書（３） 

 

当法人は，貴社に対し，２０２１年１１月１７日付け申入書（２）を送付しており

ましたが，その後，２０２１年１２月１６日付けで，貴社より，ご回答頂きました。

ご回答ありがとうございました。 

貴社のご回答につき，当法人は，次のとおり回答いたします。 

つきましては，ご多忙中恐縮ではございますが，本書到達後１ヶ月以内に，貴社の

ご見解につき，文書にてご回答いただければ幸いです。なお，回答の有無及び回答内

容は公表することがあることを予め申し添えます。 

 

１．解約に関して 

当法人が申し入れた事項のうち，解約の電話が繋がらない点につき，貴社より，①

対応人数を増やして対応していること，②ホームページ上のＦＡＱに「問い合わせフ

ォームからも解約を受け付けている」旨記載していること，③問い合わせフォームか

ら解約希望の連絡があった際には，３営業日以内に対応を行っている旨の回答をいた

だきました。 

貴社の広告においては，「定期回数縛りなし」と謳われており，消費者は，いつで

も定期購入を止めることができると考えて契約することになるため，引き続き，消費

者からの解約の申入れへの対応に努めるようお願いいたします。 

 

 ２．価格表示について 

   また，価格表示の点につき，貴社より，クレムドアンクリームシャンプーは，発売

開始から現在まで，通常価格８，０００円で販売しており，今までに，この通常価格

で３，０９３名の購入者がいる旨の回答をいただきました。 

定期購入を利用して１点だけ購入した場合との価格差が約６，０００円になる点に



ついて，定期購入価格を著しく安く見せるための表示であるとの疑問なしとはしませ

んが，実際に通常価格８，０００円で購入した消費者がいる点を考慮して，これ以上

の申入れは行わないことといたします。 

 

 ３．定期購入や解約に関する表示について 

 （１）誇大広告の禁止（特定商取引法１２条） 

通信販売における広告においては，特定商取引法１２条において，以下の事項に

ついて著しく事実に相違する表示をすることは禁止されています（誇大広告の禁止）。 

  ① 契約の解除に関する事項（特商法１２条，特商法施行規則１１条４号，特 

   商法１１条４号） 

② 定期購入等の継続的売買取引の場合には２回以上継続して売買契約を締結

する必要がある旨その他の販売条件（特商法１２条，特商法施行規則１１条

４号，特商法１１条４号，特商法施行規則８条７号） 

    貴社の広告においては，以下のとおり，特定商取引法１２条に違反する広告がな

されているため，改善を求めます。 

   ア 初回解約に関する表示について 

貴社は，広告やホームページにおける表示において，「初回解約ＯＫ！」「い

つでも解約ＯＫ」「解約金や違約金もございません」「気に入らなければ１回目

からもご解約いただくことができます」等の初回の商品の解約ができるかのよう

な記載をしています。 

しかし，実際には，貴社で定期購入をした消費者が，貴社に対し，初回の注文

のキャンセルを申し出たところ，キャンセルに応じてもらえなかった事例が発生

しています。 

すなわち，貴社は，実際には初回の商品はキャンセル不可であるにもかかわら

ず，広告において，初回解約が可能であるかのような表示をしているものである

ため，契約の解除に関する事項につき，著しく事実と相違する表示をしているこ

ととなります。 

そのため，貴社のこの表示は，特定商取引法１２条に違反するものですから，

上記のような，初回の注文の解約ができると誤認させる広告を表示しないよう申

し入れます。 

イ 定期購入であることの表示 

     貴社は，ＹｏｕＴｕｂｅ広告等の表示において，「お試し価格」や「定期購入

無し」等，定期購入ではないかのような記載をしています。 

     しかし，実際には，定期購入ではない１個きりの契約だと思って商品を購入し

た消費者が，２回目の商品が届いて初めて定期購入だと気づいたとの事例が発生

しています。 



     すなわち，貴社は，実際には定期購入であるにもかかわらず，広告において，

定期購入ではないかのような表示をしているものであるため，２回以上継続して

売買契約を締結する必要がある旨その他の販売条件につき，著しく事実と相違す

る表示をしていることとなります。 

     そのため，貴社のこの表示は，特定商取引法１２条に違反するものですから，

上記のような，定期購入ではないとの誤認をさせる広告を表示しないよう申し入

れます。 

（２）定期購入の際に２回目以降に商品が３個まとめて届く旨の表示 

    特定商取引法１１条４号及び同法施行規則８条７号は，通信販売における広告の

表示につき，契約の申込みの撤回又は解除に関する事項について，定期購入等の継

続的売買取引の場合には販売条件を，顧客にとって見やすい箇所において明確に判

読できるように表示する方法，その他顧客にとって容易に認識することができるよ

う表示するべきことを定めています。 

    貴社は，定期購入において，２回目以降に商品を３個まとめて発送しております

が，広告等において，その旨の表示が小さく記載されているのみで，容易に認識で

きない表示とされています。特に，消費者がチャットによる申込みを行った際には，

２回目以降に商品を３個まとめて発送する旨の表示が，チャットの枠内を下までス

クロールしなければ見られないため，非常に分かりにくい表示となっています。 

    そのため，貴社のこの表示は，特定商取引法１１条に違反するものとなります。 

    なお，当法人は，特定商取引法１１条違反の点については，差止請求を行う権限

がありませんので，この点に関しては問題点の指摘にとどまりますが，ご検討くだ

さい。 

 

４ 結語 

上記３（１）記載の誇大広告の表示にあたる部分については，特定商取引法１２条に

違反することになりますので，当法人は，貴社に対し，このような表示を行わないよう

申し入れます。 

また，上記３（２）の表示については，特定商取引法の観点から問題がありますので，

その修正をご検討ください。 

よろしくお願い申し上げます。 

以 上 


